
平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日
提
出

質

問

第

三

七

〇

号

木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

近

藤

昭

一

370



木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

こ
れ
ま
で
数
回
に
わ
た
っ
て
徳
山
ダ
ム
に
係
る
連
絡
導
水
路－

木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
に
関
し
て
質
問
主
意
書
を
提
出

し
、
答
弁
書
を
受
領
し
た
が
、
受
領
し
た
答
弁
書
そ
の
も
の
へ
の
疑
問
、
及
び
答
弁
書
と
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
不

整
合
が
目
に
付
く
の
で
再
度
質
問
す
る
。

第
一

一
六
九
国
会
「
『
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
事
業
』
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」

に
対
す
る
答
弁
書
に
つ
い
て

当
該
質
問
主
意
書
の
「
第
一
」
に
お
い
て
、
木
曽
川
水
系
河
川
整
備
計
画
策
定
の
段
階
、
及
び
木
曽
川
水
系
水
資
源
開
発

基
本
計
画
の
段
階
（
何
も
「
な
い
」
状
態
）
を
指
摘
し
、
「
一
…
今
般
の
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
に
つ
い
て
は
、
法
的
根

拠
は
未
定
の
ま
ま
予
算
案
に
計
上
し
、
『
建
設
費
』
と
し
て
報
道
発
表
も
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
妥
当
・
適
正
で
あ
る
と
す

る
特
別
の
理
由
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
『
理
由
』
を
丁
寧
に
説
明
さ
れ
た
い
。
」
と
質
し
た
が
、
答
弁
書
に

は「
第
一
の
一
及
び
二
に
つ
い
て

ま
た
、
平
成
十
九
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
『
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
（
第
七
回
）
』
に
お
い
て
、
導
水
路
事

一



業
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第

十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
か
ら
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
へ
承
継
す

る
方
針
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
平
成
二
十
年
度
の
早
期
に
導
水
路
事
業
を
承
継
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
見
込
ん
で
い

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
導
水
路
事
業
に
つ
い
て
平
成
二
十
年
度
政
府
予
算
案
に
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

と
あ
る
だ
け
で
、
詳
し
い
説
明
は
な
か
っ
た
。

一

水
資
源
機
構
に
事
業
承
継
が
な
さ
れ
た
の
は
年
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
五
ヶ
月
経
過
し
た
二
〇
〇
八
年
九
月
四
日
で
あ

る
。

（
�
）

こ
れ
は
「
平
成
二
〇
年
度
の
早
期
」
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

（
�
）

こ
の
よ
う
な
「
見
込
み
違
い
」
が
生
じ
た
原
因
は
何
か
。

（
�
）

年
度
開
始
後
五
ヶ
月
経
過
し
て
か
ら
の
事
業
承
継
で
も
良
い
の
で
あ
れ
ば
、
急
を
要
す
る
事
業
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

（
�
）

厳
し
い
「
社
会
資
本
整
備
特
別
会
計

治
水
勘
定
」
の
中
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
他
の
治
水
事
業
も

二



あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
該
事
業
に
つ
き
「
建
設
費
／
水
資
源
機
構
事
業＝

一
四
億
円
」
を
こ
の
特
別
会
計
事
業

予
算
の
中
で
あ
え
て
優
先
さ
せ
た
積
極
的
理
由
を
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
い
。

二

岐
阜
県
知
事
は
、
木
曽
川
水
系
河
川
整
備
計
画
（
案
）
へ
の
意
見
で
も
、
木
曽
川
水
系
水
資
源
開
発
基
本
計
画
一
部
変

更
へ
の
意
見
に
お
い
て
も
、
長
良
川
の
環
境
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
、
こ
の
懸
念
・
不
安
が
払
拭
さ
れ
る
ま
で
は
着
工
に

同
意
し
な
い
旨
を
、
県
議
会
に
お
い
て
も
重
ね
て
表
明
し
て
い
る
。

（
�
）

こ
の
状
況
で
、
来
年
度
に
「
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
『
建
設
』
事
業
」
予
算
を
計
上
す
る
こ
と
は
、
岐
阜
県

知
事
の
姿
勢
を
無
視
・
蹂
躙
す
る
か
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
い
か
が
か
。

（
�
）

こ
の
岐
阜
県
の
姿
勢
か
ら
は
、
「
建
設
」
事
業
と
し
て
は
来
年
度
に
は
進
捗
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
執
行

し
え
な
い
予
算
を
つ
け
る
こ
と
で
他
の
必
要
な
（
人
命
に
も
関
わ
る
重
要
で
緊
急
的
な
）
治
水
事
業
予
算
を
圧
迫

す
る
こ
と
は
大
い
に
問
題
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
今
年
度
予
算
へ
の
疑
念
と
も
併
せ
、
来
年
度
予
算
は
「
建
設
費
」
と
せ
ず
、
事
業
費
を
凍
結
す
る
か
、
あ

る
い
は
環
境
調
査
費
用
の
み
に
抑
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

第
二

一
六
六
国
会
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
の
目
的
と
効
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁

三



書
に
つ
い
て

一

当
該
質
問
主
意
書
の
二
（
二
）
「
一
九
九
四
年
の
渇
水
の
際
の
木
曽
川
で
の
河
川
環
境
被
害
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
調

査
資
料
が
あ
る
の
か
。
（
中
略
）
開
示
し
た
も
の
の
他
に
、
深
刻
な
環
境
被
害
を
窺
わ
せ
る
資
料
が
存
在
す
る
の
か
。
」

と
い
う
質
問
に
対
し
て
答
弁
書
は
「
二
の
（
二
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
『
一
九
九
四
年
の
渇
水
の
際
の
木
曽
川
で
の
河

川
環
境
被
害
』
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
長
が
平
成
十
九
年
五
月
七
日
に
開
示
決
定
し
た
『
平
成
�
年

度
渇
水
に
お
け
る
河
川
環
境
調
査
の
資
料
』
及
び
『
Ｈ
�
年
度
渇
水
に
関
す
る
河
川
環
境
の
追
跡
調
査
の
資
料
』
以
外

に
、
お
尋
ね
の
『
深
刻
な
環
境
被
害
を
窺
わ
せ
る
資
料
』
は
存
在
し
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
二
の
（
三
）
「
一
九
九
四
年
の
渇
水
の
際
の
木
曽
川
で
の
河
川
環
境
被
害
が
、
徳
山
ダ
ム
か
ら
緊
急
水
二
〇
立

方
メ
ー
ト
ル
／
秒
を
補
給
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
被
害
軽
減
効
果
が
あ
る
の
か
。
」
、
二
の
（
四
）
「
一
九
九
四
年

規
模
渇
水
に
お
け
る
木
曽
川
で
の
河
川
環
境
被
害
の
軽
減
効
果
の
具
体
的
な
予
測
及
び
当
事
業
の
必
要
性
・
妥
当
性
を
根

拠
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
い
。
」
に
対
し
て
答
弁
書
で
は
、
「
二
の
（
三
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

当
該
調
査
費
は
、
予

算
歳
出
費
目
『
直
轄
河
川
総
合
開
発
事
業
費
』
の
『
測
量
及
び
試
験
費
』
と
し
て
措
置
さ
れ
て
い
る
。
国
土
交
通
省
に
お

い
て
は
、
当
該
調
査
費
に
よ
り
、
測
量
、
水
文
・
水
質
観
測
、
環
境
調
査
、
施
設
設
計
等
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
調

四



査
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
、
お
尋
ね
の
『
河
川
環
境
被
害
の
軽
減
効
果
の
具
体
的
な
予
測
及
び
当
該
事
業
の
必
要

性
・
妥
当
性
』
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
当
該
緊
急
水
の
補
給
に
よ
り
、
木
曽
川
の
流
量

が
増
え
る
こ
と
か
ら
、
木
曽
川
の
河
川
環
境
の
改
善
に
一
定
の
効
果
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
平

成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
予
算
に
お
い
て
当
該
調
査
費
が
措
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
�
）

こ
の
答
弁
書
に
あ
る
「
こ
れ
ら
の
調
査
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
、
お
尋
ね
の
『
河
川
環
境
被
害
の
軽
減
効

果
の
具
体
的
な
予
測
及
び
当
該
事
業
の
必
要
性
・
妥
当
性
』
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
検
討
」
し
た
会
議
は
「
徳

山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
（
第
七
回
）
」
で
あ
る
と
の
口
頭
で
の
回
答
を
得
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
認
識

し
て
良
い
か
。

（
�
）

公
表
さ
れ
た
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
（
第
七
回
）
」
の
資
料
は
、
非
常
に
漠
然
と
し
た
も
の
で

あ
っ
て
「
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
予
算
に
お
い
て
当
該
調
査
費
が
措
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
妥
当
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
」
に
対
応
す
る
に
値
す
る
内
容
に
は
な
っ
て
い
な
い
（
措
置
さ
れ
た
予
算
に
対
し
て
あ
ま
り

に
も
簡
略
す
ぎ
る
）
。

五



そ
こ
で
市
民
団
体
メ
ン
バ
ー
が
、
こ
の
答
弁
書
に
言
及
し
た
情
報
公
開
請
求
を
す
る
と
、
文
書
名
補
正
の
や
り

と
り
を
繰
り
返
し
た
後
に
「
非
公
開
／
不
存
在
」
と
い
う
対
応
と
な
っ
た
（
二
〇
〇
八
年
九
月
八
日
）
。

答
弁
書
に
あ
る
「
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
の
予
算
に
お
い
て
措
置
さ
れ
た
」
当
該
調
査
費
に
対
応

す
る
資
料
は
、
存
在
す
る
の
か
、
し
な
い
の
か
。

（
�
）

存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
右
の
二
〇
〇
八
年
九
月
八
日
の
非
公
開
決
定
は
ど
う
い
う
経
緯
と
認
識
の
下
に
な
さ
れ

た
の
か
。

そ
の
後
、
同
じ
メ
ン
バ
ー
が
「
﹇
徳
山
ダ
ム
導
水
路
検
討
会
﹈
第
六
回
以
降
第
七
回
ま
で
の
間
の
三
県
一
市
及

び
中
部
地
整
担
当
者
会
議
で
の
資
料
・
議
事
録
・
そ
の
他
の
文
書
（
音
声
デ
ー
タ
等
を
含
む
）
」
と
い
う
文
書
名

で
開
示
請
求
を
す
る
と
、
特
に
補
正
の
話
も
な
く
「
開
示
す
る
行
政
文
書
の
名
称
：
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検

討
会
幹
事
会
等
資
料
」
と
し
て
大
量
の
文
書
が
開
示
さ
れ
た
こ
と
と
併
せ
て
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
幹
事
会
等
資
料
」
に
よ
れ
ば
、
第
五
回
幹
事
会
（
二
〇
〇
七
年
三
月
一
六

日
）
に
、
「
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
計
画
の
最
終
案
（
上
流
分
割
案
）
」
と
し
て
、
現
在
の
「
上
流
分
割
案－

下
流
施
設
」
を
長
良
川
河
口
堰
の
取
水
施
設
と
の
兼
用
施
設
と
す
る
と
い
う
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
徳
山

六



ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
（
第
七
回
）
」
で
は
こ
の
表
現
や
説
明
図
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
名
古
屋
市
上
下

水
道
局
は
二
〇
〇
七
年
一
二
月
六
日
に
市
議
会
経
済
水
道
委
員
会
で
、
「
長
良
川
河
口
堰
の
取
水
施
設
と
の
兼
用

施
設
と
す
る
」
案
を
提
示
し
、
現
在
も
「
兼
用
施
設
と
な
る
方
向
で
要
望
し
て
い
る
し
、
実
現
す
る
も
の
と
考
え

て
い
る
」
と
い
う
（
一
二
月
一
二
日
現
在
。
名
古
屋
市
上
下
水
道
局
水
道
計
画
課
）
。

他
方
、
岐
阜
県
知
事
は
一
二
月
一
一
日
の
岐
阜
県
議
会
答
弁
で
「
将
来
に
わ
た
っ
て
県
と
し
て
兼
用
を
認
め
る

こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
長
も
「
兼
用
案
は
廃
案
に
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
の
主
宰
者
的
位
置
で
あ
っ
た
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
と
し
て

は
、
ど
ち
ら
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

二

右
の
よ
う
な
不
整
合
（
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
参
加
自
治
体
の
間
で
の
見
解
の
違
い
）
は
、
各
自
治
体

の
議
会
も
住
民
を
も
戸
惑
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
状
態
で
は
、
国
会
で
の
予
算
審
議
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
国
会
議
員

も
困
惑
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
の
議
事
録
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
問
題
の
解
明
を
困

難
に
し
て
い
る
と
考
え
る
。

二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
四
日
に
「
行
政
文
書
・
公
文
書
等
の
管
理
・
保
存
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
が
設
置
さ

七



れ
、
そ
の
関
係
省
庁
連
絡
会
議
が
設
置
し
た
「
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
が
本
年
七
月
一
日
に

出
し
た
中
間
報
告
及
び
一
一
月
四
日
の
最
終
報
告
書
で
は
、
「
証
拠
的
記
録
に
基
づ
い
た
施
策
（E

v
id
e
n
ce
B
a
se
d

P
o
licy

）
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
今
日
、
国
の
説
明
責
任
を
適
切
に
果
た
す
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
公
文
書

を
、
作
成
↓
保
存
↓
移
管
↓
利
用
の
全
段
階
を
通
じ
て
統
一
的
に
管
理
し
て
い
く
」
と
い
う
方
向
が
出
さ
れ
、
一
一
月
二

五
日
に
は
当
該
関
係
省
庁
連
絡
会
議
で
こ
の
最
終
報
告
書
に
沿
っ
た
申
し
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
「
行
政
文
書
・
公
文
書
等
の
管
理
・
保
存
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
「
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す

る
有
識
者
会
議
」
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

（
�
）

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
も
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
／
中
部
地
整
＋
三
県
一
市
の
部
長
級
会

議
」
は
重
要
な
会
議
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
。
然
る
に
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
で
は

議
事
録
を
作
成
し
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。

（
�
）

「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
の
後
継
で
あ
る
「
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
事
業
監
理
検
討
会
（
一
一

月
一
七
日
発
足
）
」
は
、
相
変
わ
ら
ず
議
事
録
を
作
成
し
な
い
と
聞
く
が
、
事
実
か
。

（
�
）

「
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
事
業
監
理
検
討
会
」
の
事
務
局
を
担
い
、
座
長
を
出
し
て
い
る
国
土
交
通
省
中
部

八



地
方
整
備
局
以
外
の
参
加
者
で
あ
る
三
県
一
市
か
ら
は
「
議
事
録
は
作
成
し
て
く
れ
る
な
」
と
い
う
意
見
が
出
た

わ
け
で
は
な
い
、
と
確
認
し
て
い
る
。
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
が
「
木
曽
川
水
系
連
絡
導
水
路
事
業
監
理

検
討
会
」
に
お
い
て
議
事
録
を
作
成
し
な
い
と
し
た
の
は
何
故
か
。

右
質
問
す
る
。

九


